
令和４年 第６回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 
 

招 集 日 時 令和４年６月２４日 開会場所 ふじみ野市役所５階Ａ大会議室 

開会の日時 

及び宣告者 

開 会 

閉 会 

令和４年６月２４日 午後１時３０分  議長 

令和４年６月２４日 午後２時  議長 

議 長 粕 谷  雄 一  
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出 席 者 数  農 業 委  員     定 数 １４名 出 席 者 １４名 

農地利用最適化推進委員 定 数    ３名 出 席 者  ３名 

議 事 参 与（説明者） 書   記 

     葛籠貫 智 洋 

島 村 雄 大 

有 山 俊 夫 

     飯 塚 勝 貴 
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  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和４年６月２４日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和４年６月２４日、午後

１時３０分、ふじみ野市役所５階Ａ大会議室に農業委員会を

招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時３０分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に５番・６番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第３、報告第１２号、農地法第４条第１項第８号の規定

による農地転用届出に関する件、２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１２号について終了します。 

日程第４、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申

請に関する件、１件を議題とします。 

この案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めま

す。 

議案書朗読、説明。 

受人は富士見市に在住で、農業従事者２名で農業経営をされ

ており、トラクター２台、田植機１台、農業用トラック１台、

防除機１台、農地約９，６００㎡を所有しており、農地法第３

条許可要件の最低所有経営面積５，０００㎡以上を満たしてお

ります。 

今回は作付面積を増やして農業経営規模を拡大するための

申請となり、地目は農地のままで所有権が移転される案件とな

ります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 
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１番委員 
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全 委 員
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全 委 員 
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議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお

願いします。 

 ６月１５日に４番委員と事務局の３人で現地調査を行いま

した。特に問題は無いと思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

きれいに作付けされており、問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

 なし。 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよ 

ろしいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、この案件につきましては原案のとお 

り許可することに決定します。 

議案第１３号について終了します。 

日程第５、議案第１４号、農地法第５条の規定による許可申

請に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

受人は食品調味料や添加物などの開発、製造販売の会社とし

て営業中で、売り上げも順調に増加で推移しており従業員も増

え、機材も増設してきています。今後もお客様や関連会社から

の要望に応えることや食の安全安心の提供を担保するために

は新たに機材の追加配備が必要となりました。 

現在の敷地では追加配備が難しく、市街化区域を含め近隣で

調査を続けてきましたが見つからなかったため、工場の動線や

配送運搬においても現在の敷地の拡張が最適との結論になり

転用の申請をすることになりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

３番委員 

 

議  長 

12 番委員 

議  長 

５番委員 

 

事 務 局 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

事 務 局 

議  長 

 

 

農地の区分は、概ね 10 ヘクタール未満の規模の一団の農地

の区域内にある農地であり、第２種農地と判断します。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

６月１５日に４番委員、事務局の３人で現地調査を行いまし 

た。近隣の農地には特に影響は無いと思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

二筆の内一筆が細長い形に分筆されているが、申請者の何か

意図があるのか。 

申請時には既に分筆されておりましたので、事務局では分か

りかねます。 

他に質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、承認してもよろしいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、原案のとおり許可相当として県知事に

意見を送付します。 

議案第１４号について終了します。 

日程第６、議案第１５号、相続税の納税猶予に関する適格者

証明について、１件を議題とします。 

この案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めま

す。 

議案書朗読、説明。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第７ 

 

４番委員 

 

 

議  長 

17 番委員 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月１５日に３番委員と事務局の３人で現地確認を行いま

した。現地は作付けもしてあり、きれいに耕され管理されてま

すので、問題は無いと思います。 

地元委員さん説明をお願いします。 

相続人は、農地をきれいに耕し管理しており、特に問題は無

いと思います。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、議案第１５号について承認しても

よろしいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１５号につきましては原案のと

おりに決定します。 

議案第１５号について終了します。 

日程第７、議案第１６号、農地等の利用の最適化の推進に関

する指針について、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

本指針については、農業委員会等に関する法律に基づき農業

委員会においては農地等の利用最適化の推進が最も重要な業

務として明確に位置付けられました。 

基本的な考え方として、本市は田と畑が混在しており、東部

地域は稲作、西部地域は畑作か中心となっているため、それぞ

れの地域の実態に応じた取り組みを推進し対策の強化が求め

られております。 

このことから農業委員会は、法第７条第１項に基づき農業委

員と農地利用最適化推進委員が連携し、農地等の利用の最適化

を一体的に進めていくための指針として、令和元年１２月の農



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業委員会にて「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を

制定しました。 

なお、この指針は令和６年度を目標とし、農業委員等の改選

期である３年毎に検証と見直しを行うものです。 

農業委員と農地利用最適化推進委員が連携して農地等の利

用の最適化の推進をよりよく果たすための目標として「遊休農

地の発生防止、解消について」、「担い手への農地利用の集積、

集約化について」、「新規参入の促進について」の３項目につい

て、数値目標及び目標の達成に向けた促進方法を定めるもので

す。 

具体的な目標と推進方法、遊休農地の発生防止解消について

令和元年度策定指針と比較すると、令和４年４月現在では管内

の農地は国道２５４号バイパスふじみ野地区開発で１４ヘク

タールなど、約２０ヘクタール減少しており、遊休農地面積は

０．１ヘクタール減少しています。 

令和７年３月の遊休農地の目標設定は「ふじみ野市将来構想

前期基本計画」に定める０．５ヘクタールを目標値とします。 

管内の農地面積は耕地及び作付け面積統計の耕地面積を参

考とします。 

担い手への農地利用の集積集約化について、令和元年度策定

指針と比較すると令和４年４月現在では集積面積８７．２ヘク

タールで集積率は４０パーセントです。 

令和７年３月の集積率の目標設定は「ふじみ野市農業経営基

盤強化の促進に関する基本的な構想」に示す効率的かつ安定的

な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目

標に準じて５０パーセントを目標値とします。 

担い手への農地利用の集積・集約化に向けた推進方法は、「法

定化された人・農地プラン」の作成に向け、農業委員及び推進



 

 

 

 

 

 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

委員が地域の話し合い活動に積極的に参加し、地域農業者の意

向や農地の情報等の把握に努め、関係機関等と連携を図りなが

ら利用権設定や農地中間管理機構の活用を促進します。 

新規参入の促進については、年間１経営体を目標に、関係機

関と連携し、新規就農希望者への就農相談、受け入れ先や農地

のあっせん、技術・経営面の指導などフォローアップを行って

いきます。 

 質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１６号の案件につきましては 

原案のとおりに決定します。 

議案第１６号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和４年

第６回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただきま

す。 

（終了 午後２時） 

 


